
全国高等学校総合文化祭派遣事業補助金支給規程  

（趣旨）  

第１条 この規程は、全国高等学校総合文化祭派遣事業（以下「派遣事業」という。）に  

係る補助金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象事業）  

第２条 補助金の対象となる事業は、全国高等学校総合文化祭（以下「大会」という。）  

への生徒派遣及び作品参加とする。  

（補助対象経費）  

第３条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する往復の交通費（鉄道賃、

船賃、航空賃、バス代等）、宿泊費、運搬費及び作品制作費とする。  

（補助対象人数等）  

第４条 補助金の対象となる派遣生徒数及び出品作品数（以下「補助対象人数等」という。） 

は、大会の各部門参加要領に規定する出演等人数及び出品点数とする。ただし、別に定

めるところにより、補助対象人数等に別途上限を設定することができるものとする。  

（補助金の支給）  

第５条 補助金は、第３条に規定する補助対象経費に対して、予算の範囲内で支給するも  

のとする。  

（補助金額）  

第６条 交通費に対する補助金の額は、群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例等に規

定する学校職員の例に準じて算出した交通費（学生割引、団体割引が適用できる条件の

ものについては、当該割引を適用した額）の２分の１の額とする。ただし、現に支払っ

た往復交通費の額を上限とする。  

２ 宿泊費に対する補助金の額は、別に定める宿泊数に１泊当たりの定額７，０００円を

乗じて得た額とする。ただし、現に支払った宿泊費の額を上限とする。  

３ 運搬費に対する補助金の額は、演劇、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、郷土芸能、  

マ－チングバンド及びパレ－ド（バトントワリングを除く）の各部門に参加するに当た

り、楽器類または舞台道具類を運搬するために現に支払った額。ただし、１団体当たり

２００，０００円を上限とする。  

４ 作品制作費に対する補助金の額は、美術・工芸、書道及び写真の各部門に出品する作  

品を新たに制作するために現に支払った額とする。ただし、１作品当たり、次の各号に  

掲げる金額を上限とする。  

（１）美術・工芸部門に出品する作品  ４５，０００円  

（２）書道部門に出品する作品  ７５，０００円  

（３）写真部門に出品する作品  ３０，０００円  

（補助金支給に係る特例）  

第７条 第３条及び第６条の規定にかかわらず、派遣事業に支障を来す場合には、補助金  

の支給について特別な措置を講ずることができるものとする。  

（実績報告）  

第８条 補助金の受給者は、高文連会長が別途指示する期日までに実績報告書（別記様式  

第１号）を提出するものとする。  

（その他）  

第９条 この規程に定めのない事項は、その都度協議の上、定めるものとする。  

   附 則  

１ この規程は、平成１９年５月３０日から施行する。  

２ この規程は、令和  ６年４月 １日から施行する。  

３ この規程は、令和  ７年６月 ４日から施行する。  

４ この規程は、令和  ８年６月 ３日から施行する。  


